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踏
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ヲ
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司
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反
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ヨ
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普
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逼
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一
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薗
現
今
ノ
減
債
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金
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欧
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-
一
於
ヶ
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官
式
ノ
減
債
基
金
ト
多
少
呉
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戸
所
ア
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ト
云
ハ
サ
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ペ
カ
ラ
ズ
。

欧
洲
ニ
於
ケ
戸
欝
式
ノ
減
債
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ノ
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節
約
シ
タ
戸
利
子
ナ
9
、
創
テ
借
換
一
一
依
一
y
利
子
ノ
低
下
ヲ
来
エ
モ
、
園
庫
ヨ
リ
ρ

従
前
ノ
利
子

ヲ
受
取

p
、
次
年
度
以
下
ノ
会
債
寅
入
賞
金
三
充
7

F

予
ノ
ナ

p
、
英
一
二
川
起
債
ノ
際
-
一
葉
手
取
金
ノ
中
ヨ

p
割

カ
レ
タ
戸
資
金
ナ
日
、
卸
チ
新
シ
ク
百
世
債
ヲ
起
ユ
毎
ニ
其
手
取
金
ヨ

P
R公
債
表
面
債
格
ノ
百
品
川
一

7
積
立
7

7
減

債
基
金
ト
銭
デ
如
キ
是
ナ
リ
、
欧
洲

4

一
於
グ
ル
戸
嘗
式
減
債
基
金
山
怒
ク
此
三
種
ノ
積
立
金
ヲ
布
セ
シ
モ
ノ
ト
限
ル

可
カ
フ
サ
レ
ト
毛
、
少
ク
ト
毛
、
共
一
種
ヲ
同
之
ヲ
有

v
p
g
γ
ナ
F
、
殊
-
一
共
第
一
ノ
壬
ノ
ヲ
以
-7
然

p
ト
ー
、

故
-
二
学
者
或
ρ

誠
債
基
金
ヲ
以
-7
、
(
一
般
舎
計
当
日
年
々
定
額
ノ
資
金
7
積
立
-7
、
之
ヲ
連
用
シ
ア
公
債
7
賀
入

ν
斯
ク
貫
入

ν
タ
片
一
公
債
-
一
封
シ
ア
ρ

園
庫
ヨ
リ
定
額
ノ
利
子
ヲ
支
梯
ヒ
、
次
年
度
ニ

ρ

此
利
子
zr
橡
定
ノ
積
立

金
ト
ア
以
-7
更
-
一
会
債
7
買
入
レ
、
斯
ク
ジ
一
ア
漸
次
奈
債
ノ
全
部
7
買
入
レ
輩
シ

-7
以
-7
備
却
ヲ
了
セ

y
ト
ス
庁

再
ノ
ナ

F
」
ト
云
ア
モ
ノ
ア
作
品
。

繊
債
基
金
七
英
図
ニ
於
ア
一
七
八
六
年
目
同
士
一
ヨ
リ
ア
創
メ
ラ
ヒ
其
後
他
ノ
圏
一
一
芝
陣
播
ス
竺
一

ド

Y

毛

ノ

ト

ミ

故
ι
叉
之
ヲ
豆
日
式
減
債
基
金
ト
一
五
司
令

時

ー官
、w 題

減
償
基
金
論
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四
巻

館
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時
事
問
底

減
債
基
金
論

第
四
巻

(
第
二
腕

大
岡

大

此
種
ノ
減
債
基
金
ρ

F
H
2
氏
ノ
考
案
-
一
基
ケ

Y

モ
ノ
ナ
?
?
回
目
氏
ρ

複
利
ノ
元
則
7
根
様
ト
ジ
ア
、
公
債
ρ

自
ラ
償
還
ス
戸
毛
ノ
ナ
リ
ト
ノ
諭
ヲ
暗
へ

p
w
弘
、
換
吉
一
ス
レ
士
会
債
ヲ
実
上
ゲ
、
其
買
上
ケ
タ
戸
惑
債
ノ
利

子
ア
基
金
l

シ
進
-
プ
己
マ
ズ

y
t
其
基
金
ρ

累
進
的
-
一
増
進
シ
後
年
同
一
至
戸
ニ
従
ヒ
其
額
愈
々
大
ト
ナ
リ
、
容

易
品
元
金
ヲ
買
上
ケ
査
旦
ユ
至
戸
ペ
シ
ト
一
五
三
叉
起
債
ノ
時
共
百
分
一
「
プ
以
ア
基
金
ト
セ
て
三
分
利
益
債
ρ

四
十
七
年
、
四
分
利
益
債
て
四
十
二
年
、
五
分
利
益
債
三
二
十
七
年
ヲ
以
4Y
償
還
ジ
垂
月
ペ
シ
ト
云
フ
畠

同
出
再
式
減
債
基
金
ハ
此
理
論
ヲ
基
礎
ト
シ
、
年
々
ノ
一
定
繰
入
金
ノ
外
或
円
買
上
ケ
タ

Fa債
ノ
利
子
ア
以
-7

基
金
ト
縄
三
或
ハ
起
債
ノ
際
ニ
於
ケ
Y

手
取
金
/
一
部
分
ヲ
基
金
ト
銭
円
ν
又
或
ρ

借
換
ノ
篤
-
一
節
約
セ
ラ
V

タ

y
利
子
ヲ
モ
基
金
ト
矯
ジ
タ
?
シ
ガ
、
後
、
一
旦
賀
入
レ
タ
戸
会
債
-
一
就
-
7
ρ

之
ヲ
鏑
却
セ
戸
モ
ノ
ト
看
倣
γ
、

利
子
7
支
椀
ア
コ
ト
ヲ
藤
ス
w
F

モ
ノ
モ
生
ジ
タ

9
、

我
園
ノ
減
債
基
金
ρ

素
ヨ
リ
巴
再
式
ノ
減
償
基
金
ニ
ア
一
フ
ズ
、
一
旦
賀
入
v
タ
と
公
債
三
鍋
却
セ
戸
モ
ノ
ト

宥
倣
ジ
ァ
、
之
ニ
利
子
ヲ
支
梯
y

コ
ト
ヲ
篇
?
ス
、
叉
新
ジ
ク
司
自
債
ヲ
起
兄
品
際

v
J
J

一
プ
モ
、
其
手
取
金
ノ
一
部
ヲ

割
キ
之
ヲ
積
立
-
7
-
7
減
償
基
金
ト
矯
サ
ザ
リ
シ
グ
以
一
7
ナ
ロ
、
然
レ
ト
モ
、
共
初
j

ニ
於
-
プ
ハ
多
少

E
2
式
減
償

基
金
ノ
痕
跡
ナ
カ

P
ジ
Z

ア
一
フ
ズ
、
何
ヲ
以
-7
之
ヲ
云
フ
、
日
ク
益
債
ノ
利
子
支
捌
弁
ニ
元
金
償
還
ニ
封
V

7
年

年
一
定
額
7

繰
入
y
y
コ
ト
ト
セ

V
Y
7
以
-Y
・
也
、
郎
デ
毎
年
一
般
舎
計
ヨ
ロ
線
入
戸
ベ
キ
賞
金
中
明
治
三
十
七

八
年
戦
役
-
一
閲
ス
戸
経
費
支
排
ノ
矯
二
銀
行
ヒ

Y

園
債
及
ヒ
其
借
換
ノ
翁
メ
緩
行
ジ
タ
戸
園
債
-
一
関
ス
戸
分
目
年

額
一
億
一
千
寓
固
ヲ
干
ル
ヲ
得
ズ
ト
定
メ
ラ
レ
タ
戸
也
、
此
規
定
ニ
ヨ
レ
ハ
日
露
戦
争
-
一
一
関
ジ
キ
ノ
起
す
V

タ
y
る

債
ニ
就
-
7
ρ

年
々
ノ
一
克
金
償
還
ノ
鋳
ニ
利
挑
額
ガ
減
月
戸
ヨ
ト
ア
ケ
セ
、
叉
借
換
-
一
依
一
プ
利
子
ノ
低
下
ヲ
来
ス
コ



ト
ア
F

モ
、
毎
年
一
般
曾
計
ヨ
ヲ
繰
入
y
，
ヘ
キ
絶
倒
ρ

箆
セ

f

y
カ
故
三
利
擁
額
/
減
少
V
タ
Y
丈
井
-
一
借
換

4

一言

9
7
低
下
V
タ
Y
利
子
ノ
差
額
丈
ρ

元
金
償
還
-
一
充
ツ
戸
コ
ト
ア
得
へ
ク
、
年
ヲ
迫
一
ア
元
金
償
還
額
ρ

愈
々

増
γ
行
ク
ヨ

b
ト
ナ
戸
ペ
ジ
、
斯
ク
uv
ア
嘗
時
ノ
潟
政
家
川
、
三
十
飴
年
ノ
悶
ニ
日
露
戦
争
ノ
錦
之
起
す
V

タ
w

a債
ア
償
還

V
掛却す
y

ト
ジ
タ
Y

弘
、
是

V
E
R
式
ノ
減
債
基
金
ノ
形
式
ニ
ハ
倣

A
f
v
ト

41
精
赫
日
一
於
ア
倣

へ
グ
也
、
買
上
ケ
タ
戸
公
債
ρ

償
還
セ
ラ
V

タ
戸
モ
ノ
ト
ジ
ア
利
子
ノ
支
椀
ヲ
錯
す
ズ
ト
雄
ト
ミ
一
般
舎
計
/

方
面
ヨ

q
観
察
λ

v

バ
、
償
還
セ
ラ
V

ザ
9

V

ト
キ
ト
同
様
ノ
一
定
額
ア
支
出
月

V
ρ

畠
・
故
品
目
Z
式
/
減
債

基
金
ト
明
治
三
十
九
年
来
ノ
我
図
ノ
減
償
基
金
ト
ハ
、
一
旦
償
還

γ
タ
F
H
公
債
ノ
利
子
弁
-
一
借
換
-
一
ヨ

9
7
節
約

セ
Y

利
子
ヲ
減
債
基
金
局
ユ
ア
積
立
7
置
グ
ト
否
ト
ニ
於
ア
呉
ケ
土
五
y
ヨ
ト
ヲ
得
ベ
キ
品
。

然
Y

ニ
我
園
ノ
減
償
基
金
〈
其
後
修
正
セ
ラ
ビ
日
露
戦
争
品
ヨ

Y
H
公
債
ニ
鵠
ジ
克
利
支
耕
ノ
潟
三
宣
億
萱

千
高
閲
ヲ
繰
入
y
y
ト一五
7
係官叫
7
削
リ
会
倍
、
償
還
ノ
劉
Aロ
7
前
年
度
首
ニ
於
ケ
Y

闘
債
総
額
ノ
寓
分
ノ
百
十
六

以
上
ト
ス
ト
改
メ
リ
、
比
標
準
-
一
ヨ

y
ト
キ
つ
る
債
ノ
償
還
セ
一
ブ

y
y
品
川
悩
-
プ
後
年
度
ニ
ハ
利
子
支
撹
額
ノ
減

ス
Y

ト
共
二
円
公
債
償
選
額
壬
油
断
V
行
ク
ナ
9
、
併
U
V

年
々
ノ
忍
債
償
還
績
が
品
開

y
-
7少
ク
ナ
Y

H

減
債
基
金
/

精
神
ヲ
貰
グ
所
以
-
一
ア
フ
サ

ν
二
法
二
参
一
千
高
園
ヲ
下
山
戸
ゴ
ト
ヲ
得
ズ
ト
ナ
セ
戸
弘
、
故
三
減
償
基
金
法
ヲ

三
十
年
ヲ
以
7
日
露
戦
争
ノ
益
債
ヲ
償
却
z
y
コ
ト
ρ

到

制
定
ジ
タ
Y
営
時
ノ
考
ト
つ
大
分
ニ
懸
絶
ジ
来
九

底
之
ヲ
期
ス
ベ
カ
ラ
サ
戸
三
主

u
y
畠“

以
上
論
ス
庁
所
品
由
一
ア
之
ヲ
翻

ν
円
、
我
倒
/
減
償
基
金
ハ
]
ヱ
拝
式
減
債
基
金
ノ
嬰
形
ノ
如
キ
モ
ノ
ナ

F
V
ガ

次
第
-
一

E
R
式
減
債
基
金
7
離
に
年
々
一
定
鋭
以
上
ノ
償
還
7
錦
見
基
金
ト
化
γ
去
v
y、
然

ν
ト
毛
、
今
日
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時
事
問
題

滅
債
基
金
論

館
回
春

(
第
二
醜

占

h 
d ム/、
) 

A 

-一於

7
4
1
備
年
々
一
般
合
計
叉
山
一
他
ノ
特
別
合
計
ヨ
す
資
金
ヲ
繰
入

ν
、
強
制
的
二
宮
額
以
上
ノ
会
債
償
還

ヲ
行
へ
戸
以
上
ρ

依
然
減
債
基
金
ノ
性
質
7
具
へ

F
ト一五
ρ

サ
戸
ペ
カ
ラ
ス
。

第
二

減
債
基
金
ハ
理
論
上
其
目
的
テ
蓮
シ
得
へ
キ
乎

誠
債
基
金
二
剛
山
漉
y

y
カ
如
ク
年
々
一
般
舎
計
又
ハ
特
別
合
計
ヨ

P
資
金
ヲ
繰
入

v-ア
基
金
ト

v
、
之
ニ
由
-Y

年
々
強
制
的
-
二
定
額
以
上
ノ
会
債
償
還
ヲ
錦
見
毛
ノ
息
、
故
二
搬
債
基
金
フ
目
的
つ
益
債
ヲ
滅
Z

Y

品
在
リ

土
T
A
A

サ
Y

ベ
カ
ラ
ズ
、
若
ジ
減
償
基
金
ノ
働
キ
ガ
百
世
債
ヲ
婚
月

J

一亙-フ
ρ

、
其
目
的
ρ

明
三
連
セ
ラ

v
f
y
毛

ノ
ト
見
サ
戸
ペ
カ
ラ
ズ
。

減
償
基
金

Aa債
7
減
旦
Y

コ
ト
ヲ
趣
旨
ト
Z

Y

以
上
二
康
ク
イ
へ

ρ
其
目
的
ρ
財
政
上
一
一
二
作
セ
リ
ト
云
ρ

す

F

ペ
カ
ラ
ズ
、
之
ヲ
我
闘
ノ
減
債
基
金
法
制
定
首
府
ノ
事
情

J

一
鑑
ミ
戸
毛
、
日
露
戦
争
ノ
産
j

y

a
債
殊
品
目
外

債
ヲ
蕗
理
セ
Y

カ
翁
メ
ニ
起
P

V

ヨ
ト
ρ
寸
蓮
司
疑
ヲ
容
V

サ
F

所
ナ
F
ト
見
、
比
ノ
如
ク
減
償
基
金
ノ
主
ナ
F

目
的
山
一
財
政
上
-
一
在
V

L
・
司
、
此
目
的
ヲ
達

z
w
カ
鋪
J
-
二
、
金
融
市
場
ト
浪
交
渉
F
W
ヨ
ト
能
川
ズ
、
勿
論

財
政
よ
ノ
目
的
ガ
主
ナ
戸
以
上
二
金
融
市
場
二
岱
影
響
ヲ
及
ホ
マ
ハ
ヨ
ト
ア
Y

司
、
之
ヲ
遂
行
A

Y

ニ
隠
路
A

ペ

カ
ラ
ナ
戸
屯
ノ
ア
戸
ペ
U
F

ト
蜂
卜
毛
、
斯
ノ
如
ク
y
ρ

十
分
ニ
成
数
ヲ
政
ム
戸
コ
ト
能
ρ
サ
Y
3
ト
T

Y

ペ
ジ
、
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C
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0
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サ
V

バ
、
減
債
基
金
制
度
ヲ
完
全
-
一
行
ρ
y
ト
セ
戸
、
財
政
上
金
融
上
-
一
之
ヲ
行
y

ニ
遁
v
h
p

戸
線
件
ヲ
、
具
叫

。
。
。
。
。
。

ず

Y

ペ
カ
ラ
ズ
。

.

.
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。
。
。
。
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。
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財
政
上
ヨ
?
イ
へ
士
減
債
ノ
目
的
ヲ
蓮
月
ペ
キ
資
カ
ヲ
有
セ
ザ
戸
ペ
カ
-
一
ア
ズ
、
郎
チ
園
家
財
政
-
一
於
7
長
キ



三
旦
9
、
事
資
上
、
同
公
債
償
還
品
充
ア
得
ペ
キ
飴
裕
ヲ
存
セ
サ
w
F

ペ
カ
ラ
ズ
、
若
ジ
此
徐
裕
ヲ
存
セ
サ
Y

ト
キ

〈
償
還
基
金
ヲ
偉
Y
錦
ニ
起
債
A

Y

コ
ト
毛
生
λ

ぺ
夕
、
其
結
呆
ρ
π

公
債
ヲ
減
λ

山

F

ニ
ア
-
フ
ズ

V
7
之
7
増
月

ヨ
ト
ト
ナ
戸
，
ヘ
ケ
V

バ
ナ
9
、
然
η
ノ
而
ジ

-7
事
賃
上
n
公
債
償
還
-
一
充
7
得
ペ
キ
財
政
上
ノ
飴
裕
二
戚
入
剰
品
開
-
一
外

ナ
ラ
ズ
、
故
ニ
減
債
ノ
目
的
ヲ
逮
セ

y
ト
セ
コ
第
一
二
戚
入
剰
品
開
ノ
存
旦
声
ヨ
ト
ヲ
依
件
ト
耳
、
然

U

二

歳

入

剰
品
開
ア
Y

毛
、
他
ニ
重
要
ナ
Y

経
由
貿
ノ
生
五
戸

7

9
ア
之
ヵ
支
排
-
一
充
ァ

f
y
ペ
カ
ラ
ズ
ト
セ
バ
、
事
賃
上
司
位
債

償
還
ノ
資
源
ト
ナ
λ

コ
ト
能
ρ

サ
Y

ぺ
V
、
元
モ
比
場
合
-
一
於
-Y
毛
、
其
重
要
ナ
Y
経
費
ヲ
支
排
ス
Y

カ
翁
メ
品

他
方
ニ
増
税
ヲ
矯
λ

コ
ト
ヲ
得
て
敢
-7
妨
ク
戸
コ
ト
ナ
ジ
、
故
干
減
債
ノ
目
的
7
蓮
セ
Y

ト
セ
バ
第
一
一
ュ
、
る

債
償
遼
ヨ

P
ヱ
澗
必
要
ト
セ
ラ
F

U

F

経
費
ノ
婚
V
来-フ

f
y
コ
1
7
鍛
件
ト
ジ
、
若

γ
此
ノ
如
キ
経
費
ノ
靖
uv
家

y
ア
ラ
ニ
制
時
ニ
ア
モ
増
税
7
翁

γ
得
戸
ヨ
ト
ヲ
依
件
ト
月
。

••••••••• 
金
融
布
場
井
戸
一
園
民
経
済
上
ヨ
リ
イ
へ
亡
先

y
外
債
償
還
ノ
場
合
ト
内
債
償
還
ノ
場
合
ト
ヲ
匝
別
セ

f
y
ペ

カ
ラ
ズ
、
外
債
ヲ
償
還
セ

y
ト
セ
パ
、
自
国
闘
民
経
済
ノ
カ
能
ク
之
ヲ
堪
へ
得
す
む
F

ペ
カ
ラ
ズ
、
自
園
開
民
間
松
済

ノ
カ
ガ
外
債
償
還

F

一
山
崎
へ
得
戸
ユ
亡
少
ク
ト
モ
園
際
貿
易
カ
順
調
-
一

γ-一
ア
、
正
貨
統
入
ノ
趨
勢
ノ
存
月
F

コト

ア
必
要
b

z
、
若
V
貿
易
カ
滋
樹
-
一

v
-
7
E貨
統
出
ノ
傾

7
w
際
て
外
債
ノ
償
還
ヲ
行
ρ

y

乎
、
正
貨
ρ

更-一

協
同
ノ
慶
ヲ
加
へ
、
終
品

ρ

中
央
銀
行
ノ
免
換
制
度
ヲ
危
フ
ス
戸
ヨ
ト
ナ
キ
ヲ
保
月
ペ
カ
ラ
ズ
、
事
法
-
一
至
v
ρ

外
債
償
還
ρ

園
民
経
済
7
破
壊
只
戸
モ
ノ
ト
云
ρ

サ
戸
ベ
カ
-
一
ク
ズ
、
如
伺
-
一
一
財
政
上
減
債
ヲ
必
要
ト
ス
U
F

モ
、
園

.

.
 、
、
、
、
、
、

民
経
済
=
此
ノ
如
キ
打
撃
ヲ
奥
7
u
F

コ
ト
ハ
何
人
モ
詐
f
f
y
腕
タ

y
eヘ
ジ
、
是
カ
故
ユ
外
債
ヲ
償
還
見
p
z
ρ

•• 

園
際
貿
易
ノ
順
調
一
一

y
-
一7
E貨
縞
入
ノ
趨
勢
ア

y
z
F
7
略
件
ト
セ
サ
Y

ペ
カ
一
プ
ズ
。
次
ニ
内
債
ヲ
償
還
A

U

F

A

時
事
欄
題

減
幅
四
基
金
論

第
四
巻

(
第
二
按

大
七
}

九



時
事
問
題
減
債
恭
企
論

内
閣
金
融
ノ
逼
抽
出
セ
ル
時
ヲ
以
ア
最
好
機
ト
そ
若

γ
内
閣
金
融
ガ
緩
漫
-
一
過
F
F
ト
キ
ニ
内
債
ヲ
償
還
セ

γ
乎

金
融
ノ
緩
漫
A

更
-
二
段
ヲ
加
フ
ベ
ク
、
銀
行
業
者
ρ

必
旦
ヤ
之
-
一
割

V
7
反
齢
制
運
動
ヲ
試
ム
ペ
キ
品
、
会
債
償

還
カ
財
政
上
ノ
必
袈
品
川
田
ツ
戸
ト
セ
〆
、
金
融
市
場
-
一
多
少
ノ
怒
影
響
ヲ
及
ホ
旦
ヨ
ト

7

Y
毛
、
亦
之
ヲ
僻
ス
ペ

カ
ア
ズ
、
然
レ
ト
ヱ
銀
行
家
ノ
反
鵠
運
動
ア
戸
ニ
拘
ア
ズ
、
之
ヲ
政
一
プ
ス

Y

三
円
、
極
一
プ
輩
岡
ナ
Y
内
閣
ノ
存
在

第
同
容

(
第
二
鵠

大
入

。

ヲ
前
提
ト
セ
サ
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、

之
ヲ
要
Z

Y

ニ
減
債
基
金
制
度
カ
完
全

J

一
行
ρ
y
y
ュ
ρ
財
政
上
ニ
於
一
7

ハ
歳
入
剰
除
ノ
常
-
一
存
ス
戸
ヨ
ト
、

会
債
償
還
ヨ
リ
毛
一
史
L

重
要
ナ
Y
経
費
ノ
瑠
シ
家
フ
サ
Y

2

ト
、
然
-
プ
サ
V

バ
何
時
-
一

-7
芝
増
税
7
翁
ジ
得
Y

2

ト
ヲ
線
件
ト
ジ
、
闘
民
経
済
上
一
一
於

7
t
外
債
-
一
劉
A

Y
場
合
同
一

ρ

園
際
貿
易
ノ
順
調
-
一
ジ
ア
正
貨
統
入
ノ
趨

勢
ア
戸
コ
ト
ヲ
候
件
ト

y
、
内
債
-
一
山
前
月
戸
場
合
-
一

ρ

圏
内
金
融
ノ
緩
漫
ニ
過
キ

f
u
F
コ
ト
ヲ
線
件
ト
見
、

以
よ
ノ
俄
件
カ
十
分
ニ
充
ク
サ
U

F

Y

ト
キ
コ
減
債
基
金
ρ

能
ク
其
目
的
ヲ
達
ジ
得
ペ
ク
、
之
-
一
反

V
7
是
等

0

0

0

0

0

 

ノ
依
件
カ
充
サ

v
f
y
ト
キ

ρ
、
減
償
基
金
ρ
其
目
的
ヲ
達
夫
戸
ヨ
ト
能

ρ
f
w
'
也
、
然

F

フ
ρ
則
チ
是
等
依
併
ρ

0

0

0

0

0

0

0

o

c

。
。
。
。
。
。
。
。

容
易
ι
之
ヲ
克
タ
ジ
得
ペ
キ
モ
ノ
ナ
9
ヤ
否
ヤ
ノ
問
題
7
生
月

若
V
夫
v

一
両
年
-
一
就
-
プ
イ
へ

ρ
、
是
等
ノ
依
件
ρ
或
ρ
之
7
古
A
F
Z

コ
ト
難
vv
土
五
フ
ベ
カ
ラ
見
、
然
V

ト

号
、
減
債
基
金
ρ

長
キ
ニ
豆
9
7
-初
-
プ
数
ヲ
成
見
毛
ノ
ナ
レ
バ
、
是
等
俄
件
壬
亦
長
キ
-
一
豆
F
F
充
す
V

サ
Y

ペ

カ
ア
ズ
、
然
V

ト
毛
一
長
キ
ニ
豆
一
〆
是
等
線
件
ヲ
充
タ
サ
y
ト
月
戸
コ
ト

ρ

殆
ト
不
可
能
ノ
ヨ
ト
ニ
回
胸
元

(山間

ryハ
山
畑
山
守
一
就
-Y
之
ヲ
観
Y

ニ
、
長
キ
ニ
一
旦
9
7
、
歳
入
剰
総
ノ
存
z
y
ヨ
ト
ρ

如
餌
ナ

w
園
ノ
財
政
品

於
ア
司
困
難
ト
ユ
戸
田
問
ナ
F
、釜
V
近
時
文
明
圏
ノ
経
費
ρ

膨
脹

v-7己
マ
ベ
其
膨
脹

v-プ
己
マ
サ
Y
所
以
F

冗



費
ノ
搭
ユ
ニ
因

v
w
-一
ア
ラ
ズ
、
資
-
一
必
要
品
V
V

一
プ
侠
ク
ベ
カ

F
y
f
y
経
費
ノ
培
旦
コ
ト
多
キ
品
因
v
y
由
也
、
若

シ
此
ノ
如
キ
必
要

-
-
V
7
候
み
ノ
ベ
カ
ラ
サ
Y
経
費
ノ
増
加

v
京
Y

ト
キ
ペ
裏
一
一
歳
入
剰
飴
ア
リ
ジ
モ
ノ
モ
忽
チ

-
-
消
滅
セ
サ
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、
是
-
一
-
回
-7
之
ヲ
問
問
V

つ
長
キ
ニ
豆
-7
歳
入
利
絵
/
存
z
y
ト
云
フ
係
件
え
る
債

償
還
ヨ
9
主
制
必
要
蹴
セ
ラ

y
y
経
費
ノ
堵

γ
来
7
f
y
ヲ
要
λ

ト
云
プ
線
件
て
容
易
-
一
之
7
充
タ
ジ
得
ズ
ト

云
ρ

ナ
Y

ベ
カ
ラ
ズ
、
若
ジ
従
来
ノ
剃
齢
金
7
常
ニ
減
債
ノ
潟
品
目
用
ヒ
新
-
一
起

v
v
霊
要
経
費
ニ
到
V
ア
ハ
増
税

-一ヨ

9
7
之
ヲ
支
緋
セ

y
乎
亦
一
策
タ

Y

ヲ
失
ρ

ズ
ト
雄
ト
ミ
増
税
ρ

常
二
爾
カ
ク
容
易
-
一
之
ヲ
断
行
V
得
ペ

寺
壬
ノ
-
一
ア
ラ
ズ
、
差
hv
婚
祝
山
人
民
ノ
利
害
休
戚
ニ
カ
カ

Y

コ
極
ト
ア
大
ナ
Y

モ
ノ
ニ
ジ
ァ
、
若
V
其
宜
キ
ヲ

得
f
y
ト
キ
山
人
民
ノ
租
税
負
掠
ノ
上
ニ
不
明
位
珂
T
ア
生

z
y
ヨ
ト
矯
ジ
ト
モ
限
Y

ペ
カ
タ
ズ
、

f
v
士

重

要

ナ

戸
経
費
ノ
培

z
z
倖
ヒ
ア
、

y
v
式
ケ
宛
増
税
ヲ
進
J
-
プ
行
キ
得
Y

毛
ノ
ト
断
一
旦
ベ
カ
ラ
ス
。

•••••••••••••• 
次
ニ
之
ヲ
金
融
上
井
-
一
園
氏
経
済
上
ノ
儲
件
ニ
就
-7
観
w
て
一
、
外
園
貿
易
ノ
順
調

d

一
uv
、
ァ
正
貨
統
出
/
趨
勢

ノ
存
Z

Y

ヨ
ト
〈
一
定
ノ
時
-
於
一
プ

ρ
之
ヲ
見
Y

コ
ト
ア
戸
べ

U
ト
雌
ト
壬
長
キ
ニ
豆
9
7
ρ
容
易
-
一
之
ヲ
見

F

ペ
カ
ラ
ズ
、
差

ν外
国
貿
易
二
種
々
ノ
事
情
ニ
ヨ
リ
ア
震
動
シ
、
昨
輸
出
超
温
ヲ
見
ジ
弔
ノ
、
今
ρ

輸
入
超
過

-
辛
口
ム
カ
如
キ
ヨ
ト
屡
超
戸
ベ
ケ
レ

ρ

也
、
次
ニ
内
閣
金
融
/
逼
迫
ス

Y

コ
ト
屯
一
一
同
年
ノ
間
ニ
於
ア
ρ

之
ヲ
見

戸
ゴ
ト
少
V

ト
セ
ナ
V

ト
毛
、
長
キ
ニ
亘
リ
ア
之
7
見
山
戸
寸
一
ト
ρ

差
γ
稀
有
/
コ
ト
タ
戸
ペ
ジ
。

以
上
論
旦
ケ
グ
如
F

Y
七
財
政
上
経
済
上
ノ
線
件
士
長
キ
ニ
一
旦
-7
之
7
充
タ
ス
コ
ト
容
易
ナ
ラ
ズ
ト
一
五
円
サ

y
ペ
カ
ラ
ズ
、
従
ア
減
債
基
金
ハ
共
性
質
上
容
易
-
一
其
目
的
?
達
シ
得
f
y
モ
ノ
ト
断
セ

f
y
ベ
カ
ラ
ズ
、

斯
ノ
如
ク
減
債
基
金
ρ

共
本
町
民
上
容
易
-
一
目
的
7
謹
ス

U
F

コ
ト
能
ρ

サ
戸
モ
ノ
ナ
U

F

J

刀
、
而
モ
之
ヲ
鹿
セ
ズ
、

時

官

減
償
基
金
輪

第
四
巻

錆

披

大
九
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時

事

問

題

減

償

基

金

論

第

四

倉

{

第

二

班

七

Q
)

二
芸
一

。
。
。
。
。
。
。
。
。
O

C

0

0

0

0

0

0

0

0

。。

o

o

o

u

o

o

c

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

之
ヲ
固
守

γ
ア
動
力
す
Y

ト
キ
で
必
見
ヤ
他
方
ニ
遁
路
ヲ
見
出
7
f
u
F
ペ
カ
ラ
サ
Y

三
主
戸
、
ヘ
キ
也
、
而
vv-
ア
其

泡
路
ρ

、
左
手
ニ
償
却
V
右
手
-
一
起
債
ス
M
Y

ノ
方
法
ニ
於
一
プ
之
ヲ
後
見
只
ベ
シ
、
生
血

γ
歳
入
剰
飴
ナ
ク
ジ
ァ
、
減

債
基
金
ニ
克
ツ
ペ
キ
資
金
ヲ
得
y
ト
セ
バ
勢
ヒ
起
債
-
一
依
一
フ
サ
Y

ペ
カ
ラ
ズ
、
叉
仮
令
歳
入
刺
飴
T

Y

屯
他
-
一
重

要
ナ
戸
経
費
ノ
新
ュ
生
V
叉
ρ

培
V
来-フ

y
乎
、
歳
入
剰
飴
ヲ
以
-7
減
債
基
金
ノ
賞
金
百
一
充
ア
戸
ト

Z

Y

毛
、
重

要
ナ
Y
経
費
ヲ
支
排
且
Y

ニ
ρ

起
債
ユ
依
ラ

f
y
ペ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
V

ア
一
方
ニ
減
債
基
金
日
一
依
ア
償
還
λ

戸
モ
他
方
三
公
債
ノ
起
す
Y

F

7
防
ク
コ
ト
能
ハ
サ
Y
息。

一
方
ニ
償
還
月

Y

モ
他
方
こ
賠
償
z
v
ρ
、
少
γ
モ
減
債
ト
円
ナ
ラ
ズ
、
従
ア
減
債
基
金
ノ
目
的
ヲ
逮
λ
y
ヨ

ト
能
川
サ
戸
山
也
、
併
ジ
一
方
ニ
還
債
シ
他
方
ニ
起
債
兄
戸
結
果
ρ

備
之
ニ
止

τフ
ズ
、
其
弊
ρ

箆
二
芭
V

キ
モ
ノ

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

ア
Y
弘
、
他
ナ

v
、
之
ニ
ヨ

7
7
園
家
ρ

財
政
上
ノ
損
失
ヲ
被
戸
三
企
庁
コ
ト
是
弘
、
伺
故
-
一
一
闘
家
ガ
財
政
上
ノ

損
失
7
被

y
yト一五
y
ュ、

y

f
ニ
コ
一
方
面
ヨ

F
観
察
セ
サ
戸
ペ
カ
ラ
ズ
。

第
一
、
左
手
ニ
還
債
V
右
手
-
一
起
債
ス
V

円
、
皆
恥
晶
j
f
t
p
命
ジ
一
昨
貯
の
'
'
世

v
v
一y
d
r
f
f
、
銀
行
家
ヲ
シ

ア
其
事
務
ヲ
執
ラ
v
y
ム

V

二
之
ユ
相
醤
ノ
手
数
料
ヲ
奥
へ
サ
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、
若
V
還
債
セ
サ
戸
代

y
ニ
起
債
ヲ

モ
一
符
サ
サ
ラ
Y

ニ
ミ
斯
カ
戸
経
費
山
一
宮
然
之
7
節
約
uv
得
ベ
キ
壬
J
b
F
Y

ベ
キ
品
。

第
二
、
左
手
-
一
還
債
V
右
手
-
一
起
債
z
v
目
、
園
家
川
、
緩
行
債
格
ト
償
還
債
格
ト
ノ
差
-
一
-Y
損
セ
サ
Y

ペ
カ

-
一
ヌ
ズ
、
園
家
ガ
司
自
債
ヲ
起
す
y
ト
セ
亡
如
何
ニ
信
用
大
ナ
戸
モ
ノ
ニ
ア

9
7
司
、
額
面
債
格
一
一
-
プ
畿
行
月
戸
コ

ト
ρ

殆
ト
困
難
-
一

γ
ァ
、
務
行
債
格
ニ
額
商
慣
格
ヨ
リ
以
下
ナ
戸
ヨ
ト
ヲ
常
ト
ス
、
差
ジ
夜
行
債
格
ハ
既
品
緩
行

セ
Y
A債
ノ
市
場
債
格
ヲ
標
準
ト
月
V

ρ

品
、
然
戸
ニ
、
国
家
が
還
債
ヲ
矯
ス
ト
キ
ハ
、
拙
鎌
一
一
ヨ

F
額
面
ヲ
以



-7
償
還
旦

Y

ヨ
ト
ア
リ
得
ベ
キ
晶
、
此
場
令
ニ
於
-7
園
家
ハ
明
二
銀
行
債
格
ト
加
速
債
債
格
ト
ノ
差
ニ
於
-
プ
損
月
払

園
家
カ
買
上
償
還
ア
行
y
場
合
戸
一
つ
其
買
上
ρ

市
場
債
格
-
一
品
沢
一
プ
ス
戸
屯
ノ
ナ
Y

ガ
故
-
一
、
買
上
債
格
ト
接
行

債
格
ト
ρ

五
二
柑
註
ク
ベ
キ
カ
如

ν
ト
雌
ト
毛
、
一
一
者
カ
全
然
同
一
ニ
蹄
旦
戸
コ
ト
ρ

之
ヲ
朔
λ

ベ
カ
ラ
ズ
、
差

γ
園
家
ガ
五
位
債
ヲ
資
-
フ
ン
ト
云
へ

ρ

、
其
瞬
聞
で
其
市
場
債
格
ヲ
下
蕗
セ

v

j

、
会
債
ヲ
買
p

v

〆
ト
云
へ
つ

其
瞬
間
三
其
市
場
慣
格
ヲ
鵬
貴
セ
ジ
ム
山
て
一
一
生
Y

ベ
ケ
v

ρ

晶
、
サ
V

ρ
つ
、
昂
緩
拭
行
償
格
ρ

頁
上
償
格
ヨ
リ
モ
低

寺一--ニ+在位
UyF
ヲ
常
ト
旦
子
唱

一云五
ρ

す山
yF二
ι
占声Nさ
-
ヨ
フ
ズ
、
此
カ
戸
事
情
ノ
下
ニ
於
一
プ
、
園
家
ガ
、
起
債
-
一
依
一
プ
買
上
儲
遺
品
一
果
4
A
F

式
ケ
ノ
資
金
7

得
ン
ト
セ
ρ

、
昼
債
ノ
綿
額
ρ

一
層
犬
ト
ナ
ラ
サ
Y

ペ
カ
ラ
ズ
、
是
V
明
-
一
公
債
7
減
月
戸
ニ
ア
ラ
ズ

V

7
、
R
官

僚
ヲ
瑠
ヲ
ハ
壬
ノ
品
。

第
三
三
左
手
-
一
還
債
uv
右
手
ニ
起
債
月
レ
バ
、
園
家
ρ

叉
利
子
ノ
差
ユ
於
-Y
損
セ
サ
片
ベ
カ
ラ
ズ
、
差
V
園

家
ガ
左
手
-
一
還
債
V
右
手
-
一
起
債
z
y
ノ
時
ρ

財
政
ノ
遺
繰
7
翁
月
時
ニ
ジ
-
一
プ
、
園
家
ノ
信
用
ヲ
厚
フ
ス
戸
所
以

ニア-一
7
ズ
、
故
三
新

v
p
越
す
Y

ペ
キ
π
四
債
-
一
割
uv-7
ハ
二
且
同
利
ヲ
支
梯
ハ
サ
Y

ペ
カ
ラ
サ
戸
ニ
一
主
-
y
y
、
相
世
ア

低
利
益
債
7
償
還

v
p、
高
利
益
債
ヲ
起
月
ヨ
ト
三
蹄
セ

f
y
ベ
カ
ラ
ズ
、
園
家
ハ
明
白
ι
此
利
子
/
差
-
一
於
-7

損
旦
ペ
キ
山
也
、
尤
壬
起
す
Y

ペ
キ
π
公
債
ト
、
還
旦
ペ
キ
司
公
債
ト
ミ
利
子
ユ
於
-7
芸
達
ナ
キ

7
期
4
h
y
ヨ
ト
之
ア

ラ
Y

毛
、
爾
カ
Z

Y

ニ
コ
起
債
ニ
於
-7
夜
行
債
格
7
一
層
下
グ
サ
Y

ペ
カ
ラ
ナ
Y

ぺ

V
、
何
V

ニ
見
戸
毛
、
園

家
ノ
損
失
b
p
y

品
於
ア
圏
内
庁
所
ナ

v
、
只
場
合
-
一
ヨ

Y

7

1
低
利
会
債
ヲ
夜
行
シ
一
7
、
高
利
益
債
ヲ
緩
行
λ

F

コ
ト
ナ
キ
ユ
ア
ラ
ズ
、
然
ν
ト
モ
此
ノ
如
キ
ρ

而
場
/
金
利
カ
下
蕗
シ
プ
会
債
/
債
格
カ
額
面
7
抜
キ
タ
院
時
-
一

時
事
問
題

滅
償
基
金
輪

節
回
春

{
第
二
械

七
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華
麗

滅
償
基
金
論

第
四
巻

(
第
二
撹

七

四

於
ァ
、
-
一
初
一
プ
之
ヲ
期
ス
ペ
キ
正
ノ
ニ
ジ
ァ
、
所
講
公
債
/
借
換
ナ
戸
毛
ノ
ニ
外
ナ
ラ
ズ
、
従
ア
減
償
基
金
制
度
ノ

結
呆
ナ

P
ト
云
7

7
得
ズ
、
否
減
債
基
金
制
度
ヲ
賀
行
セ
Y

カ

匁

ミ

左

手
ι
還
債

γ
右
手
品
起
債
ユ

Y

ト
キ
-
一

円
、
財
政
ノ
弱
黙
7
表
白
z
y
カ
矯
メ
、
却
-7
此
ノ
如
キ
借
換
7

ジ
ア
困
難
ナ
ラ
ジ
ム
ベ
キ
山
也
、

以
上
論
旦
戸
カ
如
F
、
減
債
基
金
制
度
ヲ
間
守
λ

y
ト
キ
ハ
、
終
ニ
左
手
一
一
還
債
ジ
右
手
-
一
起
債
λ

y
ノ
政
策

ヲ
探
=
フ
サ
Y

ペ
カ
ラ

f
y
ニ
至

y
、
園
家
ノ
被
Y
損
失
ρ

極
-Y
大
ト
ナ
Y
ぺ

γ
、
鋳
政
家
ρ

長
ク
此
事
寅
-
一
盲
目

ナ
b
r

能
ρ

・
ス
、
加
之
、
百
世
債
償
還
ヨ
?
毛
市
制
重
要
ナ
戸
経
費
ノ
増
V
来
ラ
サ
戸
ヲ
要
見
ト
一
五
ア
線
件
モ
充
タ
ナ
ド

ナ
Y
場
合
-
一
二
翁
政
4
4
ρ

北
〈
霊
雨
宮
ナ
戸
経
喪
7
支
排
セ
ソ
ガ
翁
メ
二
制
等
ヵ
ノ
工
夫
ヲ
時
m
f
F
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、

然
Y

ュ
、
他
方
」
一
於
-
ア
何
特
-
一

-7
モ
増
税
7
潟

γ
得
Y

下一五

y
仲
間
件
モ
亦
之
ヲ
充
タ
ジ
難
者
カ
故
-
一
、
翁
政
家
ρ

。。。

終
ニ
減
債
基
金
繰
入
ア
中
止

v-7、
以
一
プ
重
要
ナ
Y
経
費
ヲ
支
弊
セ
ン
ト
ス

Y

ユ
至
Y

ペ
ジ
、
是
-
一
於
一
プ
減
債
基

金
/
減
用
ト
ナ
戸
弘
、
減
債
基
金
ガ
琉
用
セ
ラ

y
y
ト
キ
二
減
償
基
金
ρ

蛍
一
一
初
ノ
目
的
ヲ
達
式

Y

コ
ト
能
ρ

サ

y
ノ
ミ
ナ
ラ
f
、
共
精
神
-
一
於
4
7
C
7
・
也
、
減
償
基
金
ノ
減
一
償
基
金
タ
Y
時
間
以
、
是
-
一
至
一
7
室
一
ν
ト
謂
y
、へ
v
、

論
γ
一7
是
ニ
至
自
ノ
会
議
ハ
減
債
基
金
ハ
共
目
的
ヲ
淫

γ
得
毛
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
却
7
弊
7
生
ス
w

F

T

/

ナ
Y

ヨ
ト
ヲ

断
セ
サ
w
F

ヲ
得
サ
U
F

山也》第
一
二
、
減
債
基
金
ハ
賢
際
上
其
目
的
テ
達
セ
シ
乎

余
輩
ハ
前
段
ニ
於
-7
減
債
基
金
ガ
理
論
上
共
目
的
7
遥

v
得
す
Y

ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
却
-
ア
弊
害
7
仲
ヒ
来
Y

4

キ

コ
ト
ヲ
論
t
v
J刀
、
今
ヤ
進
戸
賀
際
-
一
於
一
ァ
、
其
目
的
ヲ
逮
セ

V

ヤ
否
ヤ
ノ
問
題
ヲ
解
決
セ

y
ト
メ
、
是
ニ
於
ア

余
輩
ρ

減
債
基
金
ノ
臆
史
ヲ
橋
ヵ
サ
庁
ペ
カ
ラ
ズ
、



之
ヲ
欧
洲
-
一
於
ケ

Y
減
債
基
金
制
度
ノ
歴
史
ュ
徴
A
F
-
-

殆
ト
皆
、
減
債
ノ
目
的
タ
達
也
JX
、
茜
U
V

キ
ρ

増

債
ノ
結
果
ヲ
生
セ
ジ
ヲ
見
y
、
此
事
ρ

余
輩
響
ア
法
事
曾
雑
誌
第
一
審
二
就
-
一
於
47
論
セ
ジ
ヲ
以
ア
窓
ニ
霊
ア
読

カ
ズ
、
只
我
闘
ノ
減
債
基
金
ニ
至
-7ρ

少
γ
ク
之
ヲ
吟
味
セ
サ
U
F

ペ
カ
ラ
ズ
。

我
園
ノ
減
債
基
金
制
度
二
明
治
三
十
九
年
法
律
第
六
披
、
園
時
間
整
理
基
金
特
別
舎
計
法
ニ
ヨ

9
7
設
立
セ
ラ

v
p
y
モ
ノ
ナ
Y
ガ
、
共
設
立
ノ
動
機
7
知
市
て
二
、
先
ッ
嘗
時
ノ
会
債
ノ
戒
態
7
明
ユ

Z

Y

ヲ
要
λ

、

三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ニ
於
ゲ
戸
来
償
会
債
ヲ
見
戸
ニ
賞
品
左
/
如
え

一

円

日

露

間

判

事

前

ノ

雲

閣

凶

日

露

醐

宇

一

因

ル

皆

目

前

-

内

債

1
内

債

宮

公

債

圃

庫

債

券

金

路

公

債

)

倒

草

官

件

費

法

園

雇

債

券

格

軍

長

債

ぽ

外

債

整

理

公

債

第

回

大

分

刊

先

債

軍

事

否

債

第

二

回

大

分

利

奇

債

第
一
回
四
分
半
利
益
債

)

五

分

利

益

債

第

二

回

同

分

半

利

金

債

同

外

債

第

一

回

四

分

利

益

債

第

二

回

四

分

利

益

債

合

計

合

計

今
明
治

回
王
国
、
耳
目
己
、
完
封
阿
四
四
五
、
品
八
五
、
回
E

口阿

ョ、
E

一

一

、

去

三

一

回

去

で

口

4
4

、AD
D

一

六

、

内

三

、

古

田

[

]

一

一

一

、

Z

口省、六一苫

八、一一向封、
Z

口

口

八

日

三

、

担

八

口

、

-

二

口

一両省、一ニ八、
Z

且

口

抽

】

司

、

六

Z

口、口口口

一一』て一車内、白白日

一一宮、六回一、一覧()

一向一一、会口、口呂

一
四
且
、
正
人
司
、
也
八
五
}
完
一
-
、
士
山
口
、
口
口
(
〕

詰

長

号

、

E

B

芝

、

ニ

一

四

三

一

o

zr
昌

一

一

三

一

一

口

、

固

有

唱

一

、

z
一八、-一内五、担肯ロ

戦

前

後

会

情

純

計

一

λ
ぢ、
Z

八六、己雲

此
表
ニ
依
-7
之
ヲ
観
戸
モ
、
減
債
基
金
制
度
創
設
ノ
際
-
一
於
一
7
、
如
何
-
一
日
露
戦
争
ユ
因
U
F

官
公
債
ノ
多
キ
ヵ
、

又
如
何
ユ
外
債
ノ
多
キ
カ
ヲ
知
市
て
ヘ
シ
、
是
ア
以
一
プ
減
償
基
金
川
主
ド

v-7日
露
戦
争
-
一
因
戸
一
公
債
就
中
外
偏
ヲ

眼
中
一
ご
J

F

プ
償
還
計
畜
ヲ
立
一
7
p
y
也
、
印
チ
日
露
戦
役
会
債
-
一
勢
シ
ア
丹
、
年
々
一
億
一
千
万
国
以
上
ヲ
繰
入

V

サ
F

ペ
カ
ラ
ズ
ト
定
メ
タ
庁
・
阜
、
然
Y
-
一
日
露
戦
役
-
一
因

ya債
ρ

明
治
三
十
九
年
度
品
川
以
-7
宅
情
起
す
V

タ

y
モ
ノ
ア
リ
、
叉
内
債
ヲ
外
債
-
一
倍
換
へ
タ
戸
壬
ノ
ア
?
、
故
-
一
明
治
四
十
年
度
ノ
初
ニ
於
ア
日
露
戦
役
目
一
一
闘
係

時
事
問
題

減
債
基
金
論

宮
容

(
第
二
擁

七

三
二
五



町

内

債

て

鼠

E
A
一一五、己記円

(
町
史
商
品
μ

一一一一一一一一一一一一一

煙

草

官

件

費

減

岡

町

債

券

一

五

一

一

λ
八九、ロユ叫

一吉一、八九口‘
g
u
u

特

別

五

分

利

益

筒

一

一

回

、

口

室

、

ロ

ロ

U

総

計

一

、

首

て

六

司

氏

、

呂

田

此
ノ
如
ク
戦
役
π
官
僚
ρ

十
六
億
品
開
闘
三
連
ジ
タ

v
つ
其
利
子
円
一
無
慮
八
千
品
開
高
岡
-
一
上
ラ
サ
山
F

J

ベ
カ
ラ
ズ
、

故
-
二
億
一
千
高
閲
ヲ
戦
役
恐
債
-
一
充
7

Y

ト
λ

Y

毛
、
元
金
ノ
償
還
ρ

僅
三
二
子
高
岡
位
二
週
キ
サ
リ
ジ
・
也
、

然
V

ト
毛
一
万
金
償
還
ノ
進
ム
ニ
従
ヒ
之
-
一
支
捌
y
ベ
カ

y
v
利
子
7
モ
元
金
償
還
戸
一
向
ク
Y

コ
ト
ヲ
得
戸
カ
故
-
一

利
子
碗
ノ
額
ノ
減
λ
y
ニ
反
比
例
V

7
償
還
脳
間
ハ
増
加
V
来
y
べ

y
、
此
タ
ジ
-
プ
三
十
年
閲
ヲ
以
-7
戦
役
会
債
ヲ

償
還
セ

y
ト
V

F

Y
弘、

減
債
悲
金
山
戦
役
会
債
ノ
償
還
ヲ
主
限
卜

V
タ
ν
ト
ミ
其
他
ノ
普
遁
会
償
一
フ
忘
却
セ
戸
ユ
ア
-
一
ア
ズ
、
只
普
遍

公
債
ノ
償
還
額
ニ
就
-7ρ

法
律
上
ノ
強
制
ナ
カ

y
v
ノ
ミ
、
是
一
一
於
ア
明
治
三
十
九
年
度
一
円
一
億
五
千
百
十
八

高
三
千
五
百
捨
四
国
7

一
般
命
日
計
ヨ

F
減
債
基
金
三
線
入

ν
約
三
千
高
闘
7
戦
役
会
債
ノ
償
還
-
一
、
約
千
五
百
高

固
7
普
通
会
債
ノ
償
還
ニ
充
7
p
p
、

減
償
基
金
ρ

此
ノ
如
ク
約
四
千
五
百
高
闘
ノ
元
金
償
問
越
ヲ
以
-7
初

7
9
ジ
ガ
、
明
治
四
十
一
年
日
露
戦
争
後
好
景

気
ノ
反
動
時
期

d

一
入

p
、
奈
債
ρ

激
落
シ
商
庖
ρ

破
産
シ
銀
行
ノ
支
捌
停
止
ヲ
矯
ス
壬
/
旦
フ
滋
生
セ
ジ
カ
士
銀

行
業
者
三
柑
集
マ
ヲ
年
h
ム
ハ
千
寓
厨
以
上
ノ
込
債
ヲ
償
還
旦
ベ
シ
ト
ノ
議
ヲ
決

ν
之
ヲ
政
府
一
一
建
議
Z

Y

ニ
至

ν

F
、
政
府
ハ
其
議
ア
容
ν
年
々
五
千
高
回
以
上
ヲ
償
還
ス
ベ
キ
ヨ
ト
ヲ
定
メ
、
爾
来
以
-7
法
ト
セ
η
ノ
、
此
ク
シ
ア

昨
専
問
題

減
債
基
金
戸
時
蜘

第
四4

巷

ゼ

y
n官
儀
ρ

左
ノ
如
夕
立
額
二
連
V

F

Y
山也。

草山内、口己如、日口
E

円
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Z
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4
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Z
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2
4
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(
傭
二
蛾
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回
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明
治
四
十
二
年
度
ニ

ρ

五
千
五
百
高
闘
ヲ
償
還
三
明
治
四
十
三
年
度
目
三
六
千
五
百
六
高
四
千
三
百
大
拾
四
国

ヲ
償
還
ジ
明
治
四
十
四
年
度
ヨ
リ
大
正
三
年
度
ニ
至
Y

迄
ρ

各
五
千
高
閲
ヲ
償
還
セ
口
、
而
Y
4
7
五
千
高
闇
還
債

主
義
ノ
定

?
p
タ
Y
後
一
ユ
グ
年
間
ρ

専
ラ
内
問
n
官
僚
ノ
償
還
ヲ
事
ト
セ
ジ
ガ
、
明
治
四
十
五
年
度
ヨ

9
、
五
千
寓
園

中
、
萱
千
高
圃
ヲ
割
キ
ア
外
債
ノ
償
還
ヲ
宅
一
筋
V
タ
リ
、
大
正
四
年
度
-
二
主
リ
、
減
償
甘
担
金
日
一
繰
入
v
-
7
還
債
二
兎

ツ
ベ
キ
五
千
高
間
ノ
中
二
千
高
岡
ヲ
銭
遊
資
金
-
一
融
通
三
三
千
高
岡
7
還
償
ニ
充
7

y
コ
ト
ト
ジ
、
其
三
千
高

困
ヲ
以
一
ア
外
債
ヲ
償
還
セ

9
、
大
正
五
年
度
三
主

7
t
其
換
算
副
議
ノ
際
一
還
債
額
ヲ
五
千
高
閲
-
一
復
嘗
セ

y

ト
ノ
論
起
9
、
貴
旅
院
-
一
於
-
プ
最
モ
盛
ナ
リ
ジ
カ

J

戸
、
政
府
ρ

之
-
一
譲
9
、
減
償
基
金
-
一
繰
入

v
ヲ
還
債
ュ
充
ツ

ベ
寺
三
千
高
園
ρ

之
ヲ
政
メ

?
?
V
モ
、
別
品
追
加
琢
算
ト
ジ
47
二
千
湾
関
ヲ
計
上
uv
、
内
債
ヲ
募

y
外
債
ヲ
償

還
R

Y

コ
ト
ト
ジ
、
宮
際
上
、
五
千
寓
園
1
外
債
ヲ
償
還
1

y

F
一
至
ν
w
y
o

此
ノ
如
ク
減
償
基
金
立
百
初
-
一
於
一
7
四
千
五
百
高
闘
/
還
債
ヲ
鋳
シ
、
明
治
四
十
二
年
以
来
、
殆
唱
十
年
h
五
千

高
園
以
上
ノ
還
償
ア
鋳
V
京
P

V

カ
故
-
二
見
減
債
ノ
目
的
ヲ
逮
ジ
タ
Y

ガ
如
ク
ニ
考
へ

F

フ
U

F

F

J

声
、
質
際
ρ

決

γ
一
ア
然
一
フ
ズ
、
却
-7R自
債
/
増
加
セ
戸
ヲ
見
ケ
む
。

今
明
治
三
十
九
年
度
ヨ

9
大
正
五
年
度
目
一
一
全
戸
迄
て
各
年
度
首
-
一
於
ケ
戸
会
償
額
ヲ
見
山
て
一
一
貫
工
血
ノ
如
V

明
治
三
十
九
年
一
、
〈
吉
、
コ
一
八
六
、
-
一
老
一
明
治
四
十
五
年
で
草
豆
、
歪
五
、
回
恒
三

明

治

凶

十

年

一

一

、

一

2
4
2
、

口

八

ニ

一

大

正

二

年

で

回

豆

、

空

口

、

ニ

四

五

明

治

固

十

一

年

三

一

語

、

孟

向

、

四

五

ニ

一

大

五

三

年

-

一

三

望

、

口

吉

、

宜

呈

明
治
四
十
二
年
ュ
、
壬
一
八
、
き
守
合
一
品
一
大
正
四
年
己
、
回
君
、
口
八
}
一
三
回
一
一

明

治

四

十

三

年

号

交

一

一

、

合

目

、

三

一

一

一

大

正

五

年

三

回

会

、

三

園

、

四

三

明
治
四
十
四
年
一
一
、
大
吾
、
E

室

、

三

五

一

此
表
ニ
依
-7
之
ヲ
親
y
ト
キ
つ
減
債
基
金
制
度
ヲ
創
メ
タ
N

年
度
ノ
品
自

4

一
於
ァ
、
百
世
債
額
十
八
億
七
千
高
齢

時
事
問
題

減
償
基
会
論

質
問
巷

議

脱

七
五
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時
事
問
題

減
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失
ヲ
京
セ

u
f【
ヨ
ド
ヲ
知
一
Y
也
、
呆
U
V

ア
然
-
フ
ρ

、
減
U

債
基
金
円
之
ヲ
廃
ス
U
Y

ヲ
リ
外
ア
ラ
サ
ケ
晶
、

時
事
関
甑

減
債
基
金
輪

第
四
巻

(
第
二
親

七
九
)

一



時
事
問
題

減
債
基
金
論

一一

第
国
各

(
第
二
披

^ O 

余
輩
ハ
減
債
基
金
設
定
ノ
嘗
時
ヨ
9
、
減
債
基
金
制
度
/
弊
害
ヲ
痛
論

v、
決

γ
ア
新
-
一
設
タ
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ア

キ

-フサ山
Y

コ
ト
ヲ
力
説
セ

F
、
新
日
一
朝
日
ク
ペ
キ
毛
ノ
-
一
ア
ラ
ズ
ト
一
五
プ
意
見
円
、
既
ユ
設
グ
ラ
V

F

Y
後
ニ
於
-7ρ

之
ヲ
廓
Z

べ
シ
ト
ノ
意
見
ト
ナ
戸
弘
、
蓋
シ
既
-
一
設
ケ
ラ
V

タ
F
後
-
一
至
-
一
y
減
償
基
金
ノ
短
所
ガ
長
所
二
奨
月
y

ヨ
ト
ナ
ゲ
レ
山
也
、
是
ヵ
故
ニ
余
輩
ρ

大
限
内
閣
ガ
減
債
基
金
-
一
手
ヲ
着
ケ
之
カ
涜
用
ヲ
初
ム
戸
品
嘗
ア
ヤ
、
減

償
基
金
制
打
破
/
第
一
歩
ナ
リ
ト

V

7
之
7
歓
迎
セ

V
也
、
然
y
v
一
貴
族
院
-
一
於
ァ
、
所
謂
減
債
基
金
還
元
論
ノ

麓
古
同
マ

Y

ヤ
、
大
限
内
閣
ρ

之
ヲ
抑
フ
F

ノ
権
威
ナ
夕
、
終
-
一
之
ト
安
協
λ

戸
ノ
己
ム
ナ
キ
ニ
烹

v
p
、
寺
内
内

田
聞
ノ
最
毛
有
力
者
中
-
一
ρ

其
賞
時
還
一
万
論
ア
提
ケ
テ
大
限
内
閣
-
一
肉
薄
セ
ジ
人
ア

v
t
寺
内
内
閣
ρ

此
還
元
論

ヲ
資
現
セ
Y

F

V
大
阪
内
閣
ガ
減
償
基
金
で
一
繰
入
戸
ペ
キ
償
還
額
7
三
千
高
田
ト

V
二
千
高
闘
ρ

銭
遊
資
金
ト
V

-7
融
遜
ス
ベ
キ
毛
ノ
ト
セ
ジ
ヲ
復
替
え
償
還
領
主
主
千
高
園
-
F
V
、
銭
道
資
金
ρ

会
債
-
一
依
w
F

ヨ
ト
ト
セ

9
、

是
v
資
ュ
減
償
基
金
打
破
/
趨
勢
品
一
説
暢
ヲ
試
ム
w
F

弔
/
也
、
進
歩
ニ
ア
ラ
ズ

V

7
退
歩
巾
也
、
此
政
策
ρ

明一一

一
方
三
起
債
V
他
方
-
一
壇
場
債
旦

Y

ヨ
ト

7
楳
梼
A

W

F

屯
ノ
ト
一
五
ρ

す
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、
一
方
ニ
起
債
V
他
方
-
一
選
債

ス
戸
ヨ
ト
ρ

園
庫
7
按
月
戸
ヨ
ト
ニ
跡
見
、
息
ヌ
ニ
此
政
策
ガ
賀
行
セ
ラ
y
y
ニ
及
ヘ
コ
岡
県
府
ρ

必
見
ヤ
四
分

竿
利
付
英
貨
会
債
ヲ
償
還
ジ
、
我
園
内
工
瓜
一
7
餓
道
会
債
ヲ
募
-
フ
y
、
而
ジ
ア
其
犠
道
義
債
ノ
利
子
ρ

五
未
ヲ
下

ラ
サ
戸
ペ
キ
ヤ
必
セ

F
、
是

F

一
至
夕
、
園
家
ρ

明
々
白
々
ニ
損
λ

y

巾
也
、
園
家
ヲ
損
セ
シ
ム

Y
政
策
7
以
一
プ
長
毛

醤
ヲ
得
ク
リ
ト
ナ
ス
ρ

余
輩
ノ
殆
ト
解
A

Y

コ
ト
能
ρ

サ

ym弘、

寺
内
内
閣
ρ

此
ノ
如
ク
減
償
基
金
復
奮
策
ヲ
以
-
プ
出
品
目
見
、
故
ニ
余
輩
ρ

一
広
寺
内
内
閣
が
、
減
債
基
金
制
維

持
論
者
ナ

y
ト
推
定
セ
サ
Y
ヲ
得
ズ
、
然
Y
-
二
勝
田
蔵
相
ユ
海
軍
按
張
費
ρ

如
何
-
一
一
補
填
Z

ペ
キ
カ
ト
問
へ

ρ

、

持法事曾雑隠錆-~星第ー雄第二競
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蔵
相
ρ

後
年
度
二
於

-
7
1
減
債
基
金
ヲ
琉
用
セ

γ

ト
答
へ
シ
云
ヌ
、
是
レ
質

7
U借
難
キ
論
也
、
若

ν
減
債

基
金
ヲ
維
持
1

y
ナ
一
フ
つ
海
軍
機
張
費
ノ
前
-
一
毛
屈
ス
ペ
カ
ヌ
サ
ケ
弘
、
海
軍
機
張
費
ノ
前
一
一
周
ス
〈
ク

y
u
、

銭
道
寅
金
ノ
前
ニ
周
λ

F

モ
亦
不
可
ナ
キ
カ
如
シ
、
何
カ
故
ユ
減
債
基
金
ρ

銭
遁
資
金

J

一
疏
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

ト
シ
海
軍
燐
張
費
ニ
流
用
ス

F

J

ト
ヲ
得
ト
ユ
ル
乎
、
余
説
得
7
共
何
ノ
意
タ
戸
カ
ヲ
解
ス
ル
飽
円
サ
作
品
、
或

山
日
ρ

y

、
銭
港
資
金
ρ

生
産
的
経
費
也
、
首
-
一
公
債
一
胃
リ
ア
支
耕
ス
ペ
キ
・
也
、
海
軍
機
張
費
ρ

、
不
生
産
的

経
費
山
也
、
宜
シ
ク
租
税
ニ
ヨ
リ

7
支
排
λ

ペ
ジ
、
誠
債
基
金
ニ
繰
入
戸
、
へ
キ
資
金
ハ
租
税
ニ
依
戸
ペ
キ
マ
ノ
ナ
レ

て
海
軍
機
張
費
ニ

ρ

統
用
V
州

H

y

t
銭
議
資
金
一
二
涜
用
ジ
得
，
ス
ト
、
余
議
ノ
見
ニ
別
ヲ
以
一
7

ス
ν
コ
ソ
ρ

誤
レ
リ
、
餓
滋
賞
金
円
、
生
産
的
粧
品
質
ナ
声
毛
、
租
税
ニ
依
ア
支
排
シ
得
ズ
ト
一
五
プ
理
由
ア
戸
ブ
ジ
、
故
一
誠
債
基

金
ニ
繰
入
庁
べ
み
賃
金

7
餓
道
特
別
合
同
計
-
一
融
通
ユ
戸
モ
竃
モ
妨
ケ
ア
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、
其
班
川
柑
甘

7
本
誌
本
ニ
論

ジ
タ
Y

コ
ト
ア
レ

ρ

弦
ニ
重

7
説
カ
ズ
、
然
レ
ト
モ
、
論
黙
ρ

減
償
基
金
ヲ
銭
道
賞
金
一
涜
用
λ

y

ガ
是
ナ
η
ノヤ

非
ナ
リ
ヤ
ニ
存
セ
ズ
・
叉
之
ヲ
海
軍
燐
張
費
一
一
減
用
ス
W

J
月
是
ナ
り
ヤ
否
ヤ
エ
屯
存
セ
ズ
、
諭
黙
っ
減
償
基
金

ソ

ν
自
憶
が
流
用

ν
得
ペ
キ
ヤ
否
ヤ
ニ
存
ス
、
寺
内
内
閣
ρ

減
ほ
基
金
ヲ
悔
軍
機
技
費
」
一
涜
用
λ

w

F

コ
ト
ヲ
許
す

y
ト
月
、
来
一
て
プ
然
一
フ
円
、
減
債
基
金
ソ
レ
自
慢
ρ

涜
用
シ
得
ペ
キ
モ
ノ
ト
ナ
セ
ケ
弘
、
然

Wy--減
償
基
金

y

v
白
瞳

e

カ
減
用
セ
日
ア
山
F
U
F

ト
セ
て
減
償
基
金
ハ
其
精
神
ュ
於
一

7
C
7
也
、
サ
レ
'
減
基
金
ノ
品
川
用
ヲ
認
ム
戸

人
つ
減
債
基
金
ヲ
維
持
ス
戸
論
者
-
一
ア
ラ
ズ
シ
ァ
、
之
ヲ
打
破
セ
プ
ト
ス
戸
モ
ノ
ト
謂
円
サ
ル
ペ
カ
ラ
ズ
、
是
一
一

於一
7
会
議
ハ
寺
内
内
閣
7
以一
7
陽
戸
一
誠
晴
基
金
ア
擁
護

ν
陰
一
一
之
ヲ
葬
-
7
y
i
λ

戸
毛
ノ
ナ
リ
ト
評
セ

y
ト
λ
、

既
ニ
陰

r

之
ヲ
葬
-
ア

y
ト
ス
ト
セ
三
寺
内
内
閣
ノ
見
戸
所
ρ

余
輩
ノ
見
心
開
ト
懸
絶

A
Z肋
ナ
キ
也
、
只
本
年

時
事
問
題

減
債
基
金
論

丹、

ー

時
間
四
巻

(
第
二
強

梶 本誌錆ー容盟主ー焼
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時
事
問
題

減
債
基
金
論

第
四
巻

(
第
二
披

^ 

回

度
ノ
謙
算
-
一
於
27
ノ
ミ
見
解
ヲ
異
ニ
ス
ト
云
ρ

ソ
ノ
ミ
、

貴
族
院
議
員
豊
川
瓦
李
氏
亦
減
債
基
金
ノ
廃
止
ア
幅
三
然
庁
ニ
其
論
ス
ル
所
ヲ
見
F
-
一
減
償
基
金
制
ρ

昨
是

エ
シ
ア
今
井
ナ
リ
ト
一
五
プ
也
、
何
故
ニ
咋
ハ
是
ナ
リ
ジ
ヤ
卜
云
7
-
一、

E
額
ノ
混
債
ヲ
矯

U
4
7
内
園
ノ
金
融
ヲ
調

節
γ
h
p
p
y
カ
矯
メ
山
也
、
何
故
ニ
今
ρ

非
ナ
リ
ヤ
ト
云
7

三
内
外
ノ
金
融
界
潤
涛
ト
ナ
リ
復
タ
往
時
ノ
如
ク
内

地
ユ
於
-
プ
毎
年
一
定
ノ
会
債
元
金
ヲ
償
還
久
声
ノ
必
要
ナ
三
否
此
上
毎
年
償
還
セ
フ
レ
ア
丹
、
金
司
融
界
ハ
大

4

一

迷
戚
ス
ペ
ケ
レ
川
ナ
ク
ト
氏
ノ
読
円
減
償
基
金
ヲ
以
一
ア
金
融
制
節
ノ
目
的
ヲ
有
月
戸
モ
ノ
ト
ナ
ス
也
、
然
に

金
融
調
節
ト
云
7
黙
ヨ
リ
見
レ
パ
¥
減
債
基
金
ガ
過
去
ニ
於
一
プ
必
要
ナ
リ
ジ
エ
現
今
-
一
於
一
プ
必
要
ナ
キ
所
以
ハ
之

7
解
γ
得
ペ
ジ
、
然
v
i
モ
此
斑
ヲ
以
テ
推
セ
亡
減
債
基
金
ハ
将
来
-
一
於
-7
必
要
ナ
シ
ト
一
五
フ
コ
ト
能
ρ

ヌ、

蓋
ジ
将
来
二
於
ア
金
融
調
節
ヲ
必
要
ト
ス
ベ
キ
時
必
只
ヤ
到
来
ス
ペ
ケ
レ
ρ

也
、
思
プ
ニ
、
減
債
基
金
ず
金
融
市

場
ト
交
渉
ノ
ア
Y

ヨ
ト
ハ
疑
ヲ
容
レ
ズ
、
然
レ
ト
モ
減
債
基
金
ノ
存
廃
ヲ
決
ス
戸
二
醤
F
草
-
一
金
融
調
節
ノ
見
地

ノ
ミ
ヨ

p
旦
戸
川
、
醤
ヲ
得
タ
Y

モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
、
減
債
基
金
/
死
活
問
題
二
英
由
-
ア
以
ア
産
マ
レ
タ
戸
使
命

郎
チ
財
政
上
ノ
目
的
ニ
燭
レ
サ
レ
て
之
ヲ
解
決
λ
w
F

ヨ
ト
能
ρ

ズ
、
余
議
ハ
減
償
基
金
ノ
産
Y

V

タ
戸
所
以
ノ

理
三
鑑
ミ
、

y
ガ
、
自
己
ノ
使
命
ヲ
泉
タ
ジ
得
サ
作
ヲ
見
ァ
、
之
ニ
引
導
7
設
す
ン
ト
ス
w
F

品
、
同
シ
夕
、
減
債

基
金
慶
止
論
土
T
A
Y

モ
、
余
輩
ノ
見
こ
腕
ハ
豊
川
氏
ノ
見
立
別
ト
大
-
一
異
と
腕
7

Y
息。

論
シ
ア
弦
二
主
F
、
余
輩
ρ

減
債
基
金
7
維
持
セ
Y

ト
見
ノ
読
ヲ
一
瞥
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。

事
者
或
ρ

自
由
償
還
制
度
ヵ
動
そ
ス
レ
バ
、
減
債
7
忘
ν
政
務
ノ
膨
脹
ヲ
助
長
λ

k

ノ
結
果
F
生
λ
b
F

虞
ア
戸

ヲ
非
ナ
リ
ト
シ
、
減
償
基
金
制
タ
維
持
戸
、
法
律
-
一
ヨ
リ
ア
還
債
ヲ
強
制
シ
錦
政
家
タ
シ
ア
財
政
ノ
緊
縮
ヲ
訪
れ
ノ



、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

V

メ
サ
戸
ペ
カ
一
フ
J

A

Z

小
論
ス
、

正
身
堂
々
ノ
論
ナ
リ
、
然
V

ト
モ
、
之
ヲ
賀
行
論
ト
ス
レ
コ
余
議
俄

4

一
之
-
一
賛

同
兄
戸
コ
ト
能
ρ

サ
ケ
也
「
法
律
ノ
強
制
償
還
タ
Y

ヤ
甚
タ
ヨ
シ
、
法
律
ヲ
以
一
ア
強
制
セ
ソ
ト
セ
ペ
事
変
-
一
於

ア
強
制
シ
畑
町
ナ
ル
ペ
カ
ク
ズ
、
事
貿
-
一
於
一
7
強
制
シ
得
サ
庁
ヨ
ト
ヲ
法
律
-
一
ヨ
リ
ア
強
制
ス
戸
毛
、
到
底
資
行
ス

戸
ヲ
卜
能
ハ
サ
w
y

也
、
然
一
フ
ハ
会
債
ノ
償
還
ハ
事
貫
一
於
-7
強
制

v得
ペ
キ
乎
否
カ
ヲ
朋

d

一
セ
ナ

Y

ペ
カ
一
フ
ズ
、

事
質
上
司
公
債
ヲ
償
還
セ
Y

ト
セ
て
歳
入
刺
品
開
-
一
一
待
タ
サ
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、
然
ル
ニ
歳
入
刺
品
開
A

政
務
ノ
膨
脹
ヲ
抑

二
財
政
ノ
緊
縮
ヲ
計
F
-プ
毛
備
之
ヲ
生
セ
サ
Y

コ
ト
ア
リ
、
叉
仮
令
一
度
歳
入
刺
品
開
生
ス
戸
宅
、
次
年
度
-
一

ρ

非
常
-
一
章
一
要
ナ
戸
政
務
が
起

y
、
如
何
ナ
戸
ヨ
ト
ア
戸
モ
其
経
費
ヲ
支
排
セ
サ

Y

ペ
カ
ラ

f
u
F
J一
至
戸
コ
ト
ア
戸

ペ
ジ
、
此
経
費
ノ
支
排
-
一
針
ジ
増
税
ア
翁
λ

ヲ
得
バ
問
題
ナ
キ
モ
、
増
税
ハ
何
時
ニ
ア
子
容
易
一
一
筋
シ
得
ペ
ジ
ト

限
7
.
ス
、
事
一
hm-一
歪
レ
ハ
、
如
何
一
一
法
律
ノ
強
制
ア
戸
毛
、
事
賃
上
越
債
7
行
フ
ュ
由
ナ
キ
弘
、
若
シ
事
質
上
滋

債
Y

侍
サ
戸
て
備
法
律
-
一
ヨ
?
?
強
制
セ

y

ト
ス
戸
ナ
ラ
つ
選
債
7
翁
旦
カ
潟
ニ
起
債
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
強
制

旦
戸
モ
ノ
ト
云
亡
ヲ
ル
ペ
カ
ラ
見
、
是
レ
欺
鵬
ノ
強
制
也
、
財
政
奈
動
ノ
強
制
品
、
天
下
量
-
一
斯
カ
UF
非
理
ノ
強

制
ア
ヨ
ソ
ャ
、
故
一
一
論
者
ガ
法
律
上
一
一
選
債
ヲ
強
制
ス
戸
ノ
是
ナ
戸
ヲ
主
張
セ
y
ト
ス
戸
ナ
一
フ
川
、
事
費
上
ニ
強

制
シ
得
Y

コ
ト
ヲ
著
明
セ
サ
Y

ペ
カ
フ
ぞ
事
質
上
ニ
強
制
シ
待
Y

コ
ト
ヲ
論
讃
セ
y
ト
セ
川
減
償
基
金
ノ
完

E

U

什
ρ

川
川
一
昨

rr、
品
川
昨
4

一
日
/
モ
十
分
計
充
タ
ド
日
骨
川
コ
い
れ
/
麓
砕
い
』
f

w

F

ベ
カ
ヂ

f
、

換

盲

セ

亡

財

政

よ
二
常
二
刺
品
開
ノ
存
シ
得
Y

コ
ト
、
還
問
同
ヨ
η
ノ
モ
重
要
硯
セ
ラ
U
F
Y
経
費
ノ
新
一
一
起
9
叉
ρ

増
u
v
d

来
日
フ
す
ケ
刀

若
ク
ニ
制
時
ニ

-7
三
増
税
7
翁
シ
得
UF

コ
ト
夕
立
誼
セ
サ
戸
ベ
カ
ラ
サ
ケ
也
、
然
μ

二
期
ノ
如
キ
誼
明
ρ

到
底
容

易
ニ
翁
V
得
ペ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ョ
一
フ
サ
戸
市
也
c

時
事
問
題

減
債
基
金
論

第
四
巻

(
鋪
二
掛

丹、

五



時
事
問
題

減
債
基
金
論

第
困
血
在

(
第
二
腕

入
国
)

，. ，、

論
者
ρ
法
ノ
強
制
ヲ
神
墓
化
セ

y
ト
ス
、
然
レ
ト
を
し
無
キ
袖
ρ
振
ρ
v
サ
ケ
品
、
若
シ
無
キ
袖
ヲ
振
ρ

シ
メ
y

ト

セ
ハ
法
ハ
其
構
成
ヲ
失
A

Y

也
、
勿
論
、
法
ρ

錦
政
家
プ
強
制
ス
庁
毛
ノ
ナ
レ
ト
モ
、
共
法
ハ
翁
政
家
一
依
一
プ
改

廃
セ
ヨ
Y

コ
ト
ア
戸
ヲ
忘
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、
現
-
一
大
限
内
閣
ρ

減
史
的
基
金
法
ニ
強
制
セ
ラ

ν
ズ
シ
タ
却
F
減
償
基
金

法
ヲ
改
正
セ

V
-
一
ア
ヲ
ズ
ヤ
、
叉
以
一
ア
法
ノ
強
制
カ
減
償
基
金
ノ
行
ρ

y
戸
唯
一
ノ
保
障
-
一
ア
ラ
サ
庁
所
以
ヲ
知

ノ

ル
ベ
キ
底
、

撃
者
或
ρ

日
夕
従
来
我
闘
ノ
減
償
基
金
制
度
ガ
共
目
的
ヲ
達
也
サ
リ

v
t
鍛
道
ニ
印
刷
只
戸
一
組
裂
が
徐
リ
ュ
膨

脹
シ
タ
ル
鋳
-
一
外
ナ
ラ
ス
故
-
減
償
基
金
制
度
ヲ
遂
行
マ
ハ
ケ
筑
ご
鍛
進
費
一
一
大
斧
銑
ヲ
加
、
サ
戸
ベ
カ
ラ
ズ
ト
、

叉
一
見
併
タ
士
プ
失
ρ

ズ
、
然
レ
ト
モ
鍛
議
費
ヨ
ノ
削
減
シ
タ
レ
バ
ト

7
、
減
債
基
金
維
持
ノ
保
障
ト
筋
月
ヨ
ト
能

川
ズ
、
餓
道
由
武
戸
一
代
7
減
債
基
金
ノ
遂
行
7
妨
害
ス

Y

モ
ノ
現
ハ
戸
ベ
ケ
レ
ハ
也
、
海
軍
捕
張
費
ノ
如
キ
ハ
現
ニ

其
一
例
ナ
一
フ
ズ
ャ
、
是
カ
故
一
一
、
減
償
基
金
制
ヲ
維
持
セ

γ
1
セ
バ
、
必
債
償
還
ヨ
ワ
モ
重
要
ト
税
一
フ
Y

ベ
キ
経

費
ノ
耕
一
一
生

v
叉
円
増
シ
来
ル
コ
ト
ナ
シ
ト
云
y
コ
ト
ヲ
諮
明
セ
サ
ル
ペ
カ
ラ
ズ
然
庁
ニ
此
ノ
如
キ
誼
明
円
殆
ト

之
ヲ
堅
ム
ベ
h
m
-
フ
サ
Y

息。

次
二
鍛
道
費
が
公
債
償
還
ヨ

y
モ
重
要
-
一
ア
一
フ
ズ
ト
云
フ
論
ハ
一
恵
充
モ
ナ
レ
ト
モ
、
全
般
ノ
嵐
山
理
ヲ
包
合
セ

戸
毛
ノ
ユ
ア
ラ
ズ
、
政
紫
ノ
勢
力
披
張
ノ
潟
三
重
要
ナ
ヌ
サ
戸
地
方
ノ
鍛
道
敷
設
ヲ
念
ク
カ
如
キ
二
之
ヲ
許
旦
ペ

カ
ラ
ズ
、
斯
ノ
如
キ
場
合
-
工
、
鍛
道
出
賀
川
甘
公
債
償
還
ヨ
リ
モ
念
ナ
戸
モ
ノ
ι

ア
一
フ
ず
ス
ト
一
五
フ
コ
ト
ヲ
得
て
然

レ
ト
毛
之
ヲ
以
7
一
般
7
推
ス
ベ
カ
-
フ
ズ
、
一
克
来
餓
道
網
ヲ
完
成
ス
戸
コ
卜
ρ

経
憐
上
政
治
上
軍
事
上
、
園
出
車
生

活
-
一
於
斗
ノ
極
-
プ
重
要
ナ
ル
ヨ
ト
ニ
嵐
ス
銭
道
網
ヵ
完
成
セ
サ
レ
ρ

一
闘
世
命
日
ノ
牟
身
不
随
タ
ル
ヲ
菟
レ
ョ
ス
ジ
ア
、

関
勢
ノ
進
轄
ヲ
期
見
戸
コ
ト
能
ρ
す
レ
バ
・
也
、
其
之
ヲ
敷
設
A

Y
地
方
ヨ
リ
考
y
v
ρ

園
家
全
般
-
一
一
旦
レ
ル
事
業



ニ
ア
7
7
F
カ
如
ク
見
ュ
、
併
h
y

之
ヲ
餓
道
綱
ノ
完
成
ヨ
リ
肴
察
月
レ
バ
、
決
V

7
部
分
的
事
業
ニ
ア
一
ア
・
ス
、

バ
、
餓
議
ノ
敷
設
政
一
良
川
部
分
的
ニ
ジ
芦
田
塩
崎
同
ρ

一
般
的
ナ
レ
二
刑
者
7
拾
4
7
7
後
者
7
探
-
フ
サ
ペ
カ
ラ
ズ
ト

一五
7
論
ノ
如
キ
〈
其
嘗
ヲ
得
タ
Y

モ
ノ
ト
一
五
プ
ペ
カ
ラ
ザ
ケ
也
、
之
ヲ
我
関
ノ
資
際
二
腕
-7
見
町
三
銭
道
綱
ハ

ナ
レ〆

未
タ
十
分
ニ
耳
戚
セ
ラ
レ
サ
ケ
品
、
幹
線
一
一
ジ
ア
備
成
フ
サ
戸
毛
/
少
シ
ト
セ

f
y
-一
ア
一
プ
ズ
ヤ
、
此
勝
ュ
営

1
7

銭
道
敷
設
ハ
急
ヲ
巣
セ
ズ
ト
誘
ク
、
余
輩
其
可
ナ
w
F

所
以
ア
知
ラ
サ
ケ
也
、
論
者
ρ

頻
リ
-
一
過
去
-
一
於
-
一
プ
銭
道
費

カ
減
償
基
金
制
度
ノ
遂
行
ヲ
阻
碍
セ
リ
ト
論
ミ
蓋
ジ
嘗
レ
リ
、
然
レ
ト
モ
、
之
ヲ
以
プ
諜
v
リ
ト
λ

ぺ
カ
一
フ
ズ
、

銭
這
カ
今
日
ノ
如
ク
越
ヒ
来
日
夕
戸
川
少
ク
ト
毛
一
渦
去
-
一
於
一
7
財
政
上
ノ
困
難
7
y
-
一
毛
拘
ア
ス
餓
遁
敷
設
ノ
中

止
セ
-
y
v
サ
ア
ジ
ガ
矯
弘
、
若

v減
債
基
金
制
度
ノ
遂
行
ノ
矯
戸
一
銭
道
敷
設
費
戸
一
大
削
減
ヲ
加
¥
タ
リ
ジ
ナ
弓
バ
、

今
日
彼
カ
如
キ
銭
道
ノ
楯
張
7
見
戸
ユ
至
日
フ
サ

P
シ
ャ
モ
知
戸
、
ヘ
カ
フ
ズ
、
余
輩
て
一
方
ニ
銭
道
費
支
排
ノ
潟

ニ
起
債
シ
、
他
方
ニ
込
債
ノ
償
還
ヲ
翁
vv
京
リ
シ
ア
以
7
遺
憾
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
V

ト
毛
、
恐
債
ノ
償
還
ヲ
翁
サ
y

カ
鋳
品
目
減
道
ノ
敷
設
ヲ
中
止
ス
F

ト
一
五
フ
政
策
ノ
採
一
一
フ
V

サ
リ
ジ
ヲ
寧
ロ
園
家
ノ
翁
慶
セ
ソ
ト
ス
w
F

モ
ノ
・
品
。

論
者
又
或
戸
外
債
ノ
多
キ
ヲ
憂
へ
之
ヲ
償
遠
ス
庁
カ
翁
メ
-
一
減
償
基
金
7
維
持
セ
サ
戸
ペ
カ
一
プ
ズ
ト
読
ク
モ
ノ

7
9
、
然
V

ト
モ
外
債
償
還
ノ
翁
ニ
減
債
基
金
ヲ
維
持
セ
ン
ト
セ
バ
、
前
ニ
述
へ
タ
戸
一
財
政
上
ノ
俄
件
ヲ
充
タ
ス

外
ニ
園
氏
経
済
上
ノ
線
件
ア
充
F
サ
サ
戸
ベ
カ
ラ
ズ
、
換
吉

z
v
パ
、
長
キ
ニ
亘
リ
ア
園
際
貿
易
ず
順
調
ニ
シ
47

E
貨
疏
入
ノ
趨
勢
カ
存
セ
サ
戸
へ
カ
ラ
ズ
、
然
-
フ
サ
レ
ρ

事
質
上
外
債
償
還
ア
値
ク
戸
コ
卜
能
ρ

サ
川
ペ
ケ
V

ハ

ナ
リ
、
然
U
F

ニ
此
ノ
如
キ
僚
件
ア
充
タ
ス
ヨ
ト
モ
容
易

d

一
堅
ム
ペ
カ
ラ
ず
戸
也
。

以
上
論
ス
庁
所
ニ
依
ア
之
ア
翻
レ

ρ

減
債
基
金
制
降
)
維
持
読
ハ
十
分
ノ
根
嬢
ヲ
有
セ
ズ
ト
一
五
ρ

サ
戸
ペ
カ
ラ

ズ
、
感
止
ス
戸
ニ
強
キ
理
由
ア
リ
、
維
持
ス
戸
二
根
煉
乏
ジ
、
是
レ
余
/
葱
ニ
減
償
基
金
廃
止
ヲ
提
唱
ス
戸
所
以
息
。
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時
事
問
題

減
債
基
金
論

第
四
巻

(
第
二
競

凡
大

= 
入

結

論

減
償
基
金
目
其
性
質
ヨ
リ
稽
y

y
モ
、
到
底
賢
一
M
U
得
サ
片
毛
ノ
也
叉
之
ヲ
歴
史
ヨ
ワ
観
察
ス
戸
主
共
嘗
↓
一
初

ノ
目
的
ヲ
達
ジ
居
ラ
ヲ
ケ
也
、
理
論
上
ヨ
リ
一
五
ブ
モ
、
資
際
上
ヨ
ロ
一
五
7

毛
減
債
基
金
円
、
之
ヲ
維
持
ス
戸
ノ

理
由
す
キ
弘
、
是
ヵ
故
ュ
減
債
基
金
目
之
ヲ
感
セ

f
F
ペ
カ
一
フ
サ
ル
畠

我
園
ノ
減
償
基
金
山
十
年
纏
榎
シ
来
レ
ル
を
、
他
方
ヨ
リ
見
レ
ハ
廃
滅
ノ
道
程
ご
進
、
、
ツ
ツ
ア
グ
也
、
大
限
内

閣
が
武
千
高
岡
ヲ
割
キ
ァ
、
銭
道
資
金
品
疏
用
シ
タ
戸
ρ

共
第
一
歩
巾
也
、
寺
内
内
閣
カ
将
来
-
一
於
ア
悔
軍
撹
張
費

支
排
ノ
縄
ニ
之
ヲ
流
用
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
其
第
二
歩
タ
一
ア
ス

y
p
ア
ラ
ズ
、
比
ノ
如
ク
ジ
ア
、
園
家
財
政
ノ
進
歩

ハ
自
然

v

一
此
制
度
ヲ
葬
リ
去
一
ア
ス

Y

ハ
止
マ
サ
ラ
γ
ト
ス
、
既
ニ
此
ノ
如
キ
運
命
7
有
セ
戸
モ
ノ
ト
セ
ゴ
今
日

ニ
於
一
7
之
7
葬
ぺ
敢
ァ
早
キ
ニ
失
ス
ト
云
y
ペ
カ
ラ
サ
戸
弘
、

然
-
7
A
則
テ
之
ヲ
廃
止
ス
戸
如
例
、
園
債
整
理
基
金
特
別
舎
計
法
ヲ
鹿
ス

P
ρ

最
モ
捷
徹
也
、
然
レ
ト
モ
此
ノ
如

キ
突
撃
ヲ
試
号
、
サ
戸
毛
、
減
債
基
金
制
度
ρ
之
ヲ
破
w
F

コ
ト
ヲ
得
ペ
キ
弘
一

y
ρ

他
ナ
一
プ
ズ
、
減
債
基
金
法
ヲ
改

正
三
重
要
ノ
経
費
ヲ
支
排
セ
サ
戸
ベ
カ
ラ
サ
ル
場
合
-
二
減
債
基
金
ニ
繰
入
戸
ペ
キ
毛

E

ノ
ヲ
之
ニ
流
用
ジ
益
債

償
還
ご
英
範
囲
ニ
於
ア
之
ヲ
中
止
月
ト
ノ
依
項
ヲ
加
フ
戸
コ
ト
是
也
、
或
ρ

起
債
ノ
必
南
京
7
生
月
庁
場
合
-
一
て

其
範
圏
ニ
於
7
H公
債
ノ
償
還
額
ヲ
以
ア
之
ニ
感
ス
ペ

U

ト
定
ム

W

モ
亦
可
也
、
此
ノ
如
ク
y
ρ

、
名
川
減
償
基
金

タ
戸
毛
、
其
寅
ρ

自
由
償
還
制
度
タ
ケ
也
、
世
-
一
円
止
ロ
朔
ノ
錬
羊
ヲ
撤
セ
サ
ヲ

y
ト
ス
戸
モ
ノ
ア
ヘ
余
牽
ρ

斯

カ
Y
論
者
-
一
殺
意
ヲ
表
シ
自
由
償
還
制
度
/
質
瞳
-
一
、
減
債
基
金
制
度
ノ
衣
ヲ
袋
ρ

V

ム
F

ニ
於
-Y
異
議
ヲ
掃
へ

す一フ
y
ト
丸
、
余
輩
ρ

名
ヲ
取
Y

ヨ
リ
毛
寅
ヲ
取
Y

ノ
優
レ
戸
ヲ
信
且

Y

モ
ノ
也
、


